
民法



１．一般法と特別法
２．意思表示

心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫
３．代理

無権代理と表見代理
４．物権

所有権と占有権
抵当権の意味
動産と不動産における所有者の見分け方（登記の意味）
二重売買
前主後主の関係と対抗関係
即時取得・自力救済の禁止



民法とは、私人間の
権利や義務の関係性
をまとめた基本的な
法律









共通のルール
を前に出す





死者の心臓（バー）と1枚の羽を秤に載せ、心臓が重いと嘘をついている



意思表示







意思の不存在 表示行為に対応する効果意思が
欠けている場合

心裡留保
虚偽表示
錯誤

瑕疵ある意思
表示

効果意思を形成する過程に瑕疵が
ある場合

詐欺
強迫

意思表示5つのパターン

http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%BF%83%E8%A3%A1%E7%95%99%E4%BF%9D
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E8%99%9A%E5%81%BD%E8%A1%A8%E7%A4%BA
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E9%8C%AF%E8%AA%A4


心裡留保





表意者

嘘をついて
いる

相手方

表意者が嘘
をついてい
ることを知
らない

契約は有効



表意者

嘘をついて
いる

相手方

表意者が嘘
をついてい
ることを
知っている

契約は無効



B  契約   C    契約

善意 有効 有効

悪意 無効 善意 有効

悪意 無効





虚偽表示



錯誤





表意者

騙された

相手方

騙した

契約は取り消せる









B 契約 C 契約

善意

悪意 取消せる 善意・無過失 有効

悪意 取消せる

詐欺



強迫



表意者

脅された

相手方

脅した

契約は取り消せる





B 契約 C 契約

善意

悪意 取消せる 善意 取り消せる

悪意 取り消せる

強迫







代理

無権代理と表見代理





未成年者や成年被後見人の代理行為は有効か？











本人

代理権を与
えていない

相手方

代理権があ
ると信じた

本人に責任がない

本人



本人の帰責性 相手方の保護

無権代理 なし なし

表見代理 あり 善意無過失





本人

代理権を与
えたかのよ
うに見える
状況を作り
出した

相手方

代理権があ
ると信じた

本人の責任が重い

本人





本人の帰責性 相手方の保護

無権代理 なし なし

表見代理 あり 善意無過失



本人の帰責性 相手方の保護

無権代理 なし なし
表見代理 あり  善意無過失





物権



物権は、大きく「本権」と「占有権」に分けられま
す。本権とは、占有について法律上根拠づける権利 のこ
とを指します。



完全な所有権 ＝ 処分権 ＋ 使用収益権

抵当権（使用収益はできるが

自由に処分ができなくなる）



所有者をどうやって判断する？



第177条【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記
法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することがで
きない。

第178条【動産に関する物権の譲渡の対抗要件】
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡し
がなければ、第三者に対抗することができない。



二重売買の考え方







第177条【不動産に関する物権の変動の対抗要件】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記
法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することがで
きない。

第178条【動産に関する物権の譲渡の対抗要件】
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡し
がなければ、第三者に対抗することができない。



Bさんは契約の瞬間に「この土
地は自分のものだ」と主張する
ことができます。
その際、登記を備えているか否
かは特に関係がありません。



前主・後主の関係
と

  対抗関係



善意無過失

Aが取消
BがCへ
売却

BがCへ
売却 Aが取消



B A
返却



善意無過失

Aが取消
BがCへ
売却

BがCへ
売却 Aが取消







善意無過失

Aが取消
BがCへ
売却

BがCへ
売却 Aが取消





物の権利が移動する条件を備えたら速やかに
対抗要件を備える

不動産→登記 動産→引渡し



即時取得



(即時取得) 第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占

有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないとき
は、即時にその動産について行使する権利を取得する。



自力救済の禁止



まとめ







本人の帰責性 相手方の保護

無権代理 なし なし

表見代理 あり 善意無過失





善意無過失

Aが取消
BがCへ
売却

BがCへ
売却 Aが取消



物の権利が移動する条件を備えたら速やかに
対抗要件を備える

不動産→登記 動産→引渡し



ひまわりは正義と自由を、
はかりは公正と平等を追
い求めることを表してい
ます
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